
 

（ 諮 問 案 ） 

                   

 

 

 

地方制度調査会会長 殿 

 

 

         内閣総理大臣 安 倍 晋 三 

 

 

 

地方制度調査会設置法（昭和２７年法律第３１０号）第２条の規定に

基づき、次のとおり諮問する。 

 

 

諮 問 

 

 

 人口減少が深刻化し高齢者人口がピークを迎える２０４０年頃から逆算し顕

在化する諸課題に対応する観点から、圏域における地方公共団体の協力関係、

公・共・私のベストミックスその他の必要な地方行政体制のあり方について、

調査審議を求める。 


